
1 

PRTR制度の届出に係る 

排出量・移動量の算出について 

熊本県・熊本市 

資料3 
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ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル  第4.1版 
（平成23年3月、経済産業省・環境省）  

参考資料 

PRTRインフォメーション広場 

第Ⅰ部 基本編 

第Ⅱ部 解説編 

第Ⅲ部 資料編 

＜マニュアルの構成＞ 

http://www.nite.go.jp/chem/prtr/koumanu15.html 

製品評価技術基盤機構 

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/calc.html 

経済産業省サイト（サイト中段） 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/4.html 

※いずれのサイトもマニュアルの 

 内容は同じです 
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届出対象事業者・届出対象物質の判定 

排出量・移動量の算出 

届出 

届出対象か？ 

取扱量は？ 

排水の取扱は？ 

廃棄物の換算？ 

様式は？ 

届出方法は？ 

ＰＲＴＲ届出の実施手順 
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届出対象事業者の要件 

① 対象業種を営んでいる事業者 

② 常時使用する従業員の数が21人以上の事業者 

 

③ 取扱量等の要件として次のどちらかに該当する事業者 

   a) 年間取扱量が指定量以上である対象物質を取り扱う 

      事業所を有する事業者 

   b)   特別要件施設を有する事業者 

事業者全体で判断 

（平成26年4月1日現在） 

事業所ごとで 

判断 

通常の場合 
 年間取扱量  年度内1年間(年度初め4月～年度末3月)の取扱量 
 指定量    対象物質(第一種指定化学物質)  １トン/年 
       特定第一種指定化学物質     0.5トン/年 
 
○特別要件施設 ① 鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設 
        ② 下水道終末処理施設 
        ③ 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設 

        ④ ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設 

把握年度当初 

取扱量は 

関係ない！ 

届出対象事業者・届出対象物質の判定手順 
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Step1：取扱量とは？ 
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対象物質(第一種指定化学物質) 1t/年 

対象物質のうち、特定第一種指定化学物質 0.5t/年(500kg/年) 

算出した年間取扱量と次の指定量を比較して、届出対象事業者となるか、及び届出
の対象となる物質を判別してください。 

対象物質の 

年間取扱量 
＝ 

対象物質の 

年間製造量 
＋ 

対象物質の 

年間使用量 

年間取扱量の算定 
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対象物質の 

年間取扱量 
＝ 

対象物質の 

年間製造量 
＋ 

対象物質の 

年間使用量 

製造についての説明 

・ 当該物質を化学反応や精製（抽出など）により作り出すこと。 

 

・ 副生成物であっても、事業者が製造する製品中に1%以上 

  (特定第一種指定化学物質の場合は0.1%)含有される場合や、 

  排ガス、排水、廃棄物などに含まれることが明らかな場合には、 

  その物質の年間製造量として算出します。  

・ 石油化学メーカーで、原料ナフサを受け入れ、ナフサ中に1%未満含まれる 

  対象物質を抽出して、製造品として出荷している。 

・ クラフトパルプ漂白時に付随して生成するクロロホルム 

・ 銅板のエッチングにより、溶出した銅（水溶性塩） 

例 

原料は１％未満、しかし製造の過程で１％を超え
てしまう場合も該当。 

年間製造量とは？ 



使用量の把握が必要な原材料、資材等(製品)の形状※  

形状 例 

ｱ 気体又は液体のもの 溶剤、接着剤、塗料、ガソリンなど 

ｲ 固体のもので固有の形状を有しないもの 

(粉末状のものなど) 

添加剤(粉末状)、試薬(粉末状)など 

ｳ 固体のうち固有の形状を有するもので取扱いの過程
で溶融、蒸発又は溶解するもの 

めっきの金属電極、インゴット、樹脂ペレットな
ど 

ｴ 精製や切断等の加工に伴い環境中に排出されるもの 石綿製品、切削工具等の部品など 

※ ただし、以下に示すものは使用量を把握する必要はありません。 

使用量を把握しなくてよい原材料、資材等(製品)の形状 

  ・   対象物質の含有率が1%(特定第一種指定化学物質の場
合は0.1%)未満の製品【＝含有率が少ないもの】 

  ・   固形物(粉状や粒状のものを除く)【＝金属板、管など】 

  ・   密封された状態で使用される製品【＝乾電池など】 

  ・   一般消費者用の製品【＝家庭用洗剤、殺虫剤など】 

  ・   再生資源【＝金属くず、空き缶など】 

対象物質の 

年間取扱量 
＝ 

対象物質の 

年間製造量 
＋ 

対象物質の 

年間使用量 

使用についての説明 

年間使用量とは？ 
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原材料、資材等に含まれる対象物質の調査 

(M)SDS等から次の値以上の含有率の対象物質があるかどうかを 

確認してください。 

 

対象物質(第一種指定化学物質)       1  質量% 

対象物質のうち、特定第一種指定化学物質   0.1 質量% 

例 

物質
番号 

対象物質名 含有率 分類 判
定 

80 キシレン 20% 1 ○ 

88 六価クロム化合物 0.6% 特1 ○ 

300 トルエン 10% 1 ○ 

400 ベンゼン 0.6% 特1 ○ 

塗料Ａの場合 

※ 金属化合物の場合、金属元素の重量に換算 

使用量について 
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原材料、資材等の年間使用量 

原材料・資材等の 

年間使用量 
＝ 

原材料・資材等の 

年間購入（搬入）
量 

＋ 年度末 

在庫量 
― 年度当初

の在庫量 

対象物質の 

年間使用量 
＝ × 

対象物質の年間使用量 

原材料・資材等の 

年間使用量 
原材料・資料等に含まれる 

対象物質の含有率 （％） 
÷ １００ 

使用量について 
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排出量算出マニュアルⅢ－２９１参照 

参考（石油系燃料及び潤滑油中の対象物質） 
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Step2：排出量とは 
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排出量、移動量の算出時の分類 

排出量・移動量の基本的な算出手順 
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A  大気への排出量(届出時の区分： a 大気への排出量) 

 
大気への排出量は、排気口や煙突からの排出だけでなく、 

パイプの継ぎ目からの漏洩等 も含め、 

次のような予想されるあらゆる大気への排出が対象となります。  

 

 

① 排気口・煙突からの排出 

・ 反応容器及び他のプロセス容器からの排出 

・ 貯蔵タンクからの排出(受入・払出時の排出、気温の変化に   
伴う排出) 

・ 公害防止装置、焼却炉等からの排出  

   など  

 

② 排気口・煙突以外からの排出 

・ 密閉されないタンク・容器、オーバーフロー、運搬用コンテ
ナからの蒸発 

・ ポンプ、バルブ、フランジ等からの漏洩 

・ 建物の換気システム 

・ 開放場所での塗装による溶剤成分の揮発など 
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B 水域への排出量(届出時の区分： b 公共用水域への排出量、 

         または、e 下水道への移動量) 

 
水域への排出量は、反応容器等の洗浄水が排出されるような場合も含め、 

以下のような あらゆる水域への排出が対象となります。 

 

・ 工程排水 

・ 排水処理施設・装置からの排出 

・ 容器・コンテナ等、作業スペース等の洗浄水の排出など 

 

  なお、届出の際には、以下のように分類します。  

河川、湖沼、海等へ放流している場合  →  「公共用水域への排出量」   

下水道へ放流している場合  →  「下水道への移動量」   
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C 土壌への排出量(届出時の区分： c 当該事業所における土壌への排出量) 

 
土壌への排出量は、地上タンクからの漏洩、移送や移し替え時の漏洩等だけでなく、 

 パイプから土壌への漏洩等も含め、あらゆる土壌への排出が 対象。 

また、事業者が自ら行う排水の地下への浸透も対象となります。 

 

・ 容器・装置(タンク、パイプ等)からの漏洩による地下浸透 

・ 各工程排水・洗浄水等の地中への意図的な地下浸透 

など  
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D  廃棄物に含まれる量(届出時の区分： d 当該事業所における埋立処分量、 

または、f 当該事業所の外への移動量) 

 

廃棄物に含まれる量は、対象事業者の事業所から対象物質を含む 

以下のような廃棄物が発生する場合が対象となります。  

 

・ 各工程から発生する廃棄物・廃液 

・ 脱水ケーキ及びフィルター材 

・ 集じんダスト、使用済活性炭、水処理汚泥等の公害防止装置から発生する廃棄物 

・ 蒸留残渣、容器やタンクの残留物 

など  

 

なお、届出の際には、以下のように分類します。 

・事業者が同一の事業所内の埋立地へ埋め立てている場合 

  →「当該事業所における埋立処分量」 

・産業廃棄物処理業者に処分を委ねる場合など 

   →「当該事業所の外への移動量」 

  

ただし、発生した廃棄物を外部のリサイクル業者へ売却している場合 

(お金を受け取って いる場合)は、届出の対象となりません。 
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＜算出方法＞ 

① 物質収支による方法 

② 実測による方法 

③ 排出係数による方法 

④ 物性値を用いた計算による方法 

排出量・移動量の基本的な算出手順 
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① 物質収支による方法 
 

 対象物質の年間取扱量から製品としての搬出量及び実測や排出係数等から 

算出した他の排出量、移動量を差し引いて算出する方法 
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② 実測による方法 
 

 事業所の主要な排出口における排ガス、排水または廃棄物中の対象物質濃度を 

実測し、排ガス量、排水量または廃棄物量とをかけ合わせて算出する方法 

③ 排出係数による方法 
 

 対象物質の年間取扱量にモデル実験などで別途算定した取扱量と 

排出量の比(排出係数)をかけ合わせて算出する方法 
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排出係数の例 

排出量算出マニュアルⅢ－456参照 
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④ 物性値を用いた計算による方法 

 

飽和蒸気圧や水への溶解度等により対象物質の排ガスまたは排水中の濃度を 

推測し、それに排ガス量や排水量をかけ合わせて算出する方法 
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特別要件施設について 

下水道事業者 

「下水道法に基づく水質検査の対象となっている第一種指定化学物質」 

 

廃棄物処理業者 

「水質汚濁防止法第14条第1項等に基づく水質検査の対象となっている第一
種指定化学物質」 

一般・産業廃棄物処理施設、下水道終末処理施設を設置している事業者が 

届け出る物質 

その他注意点 



届出対象物質のうち、 

1,4-ジオキサンの扱いについて 

•  2012(平成24)年の水質汚濁防止法施行令等の改正により
、「1,4-ジオキサン」が水質検査の対象物質に追加されまし
た。下水道終末処理施設が設置されている事業者にあって
は、平成25年度届出より同物質の排出量が届出の対象とな
ります。水質汚濁防止法の特定施設に該当する一般廃棄物
処理施設、あるいは産業廃棄物施設が設置されている事業
者のうち、平成24年度中に 1,4-ジオキサンの測定を行って
いる事業者にあっては、平成25年度届出より同物質の排出
量が届出の対象となります。 

• なお、一般廃棄物最終処分場、あるいは産業廃棄物最終処
分場が設置されている事業者にあっては、平成25年度届出
においては、同物質の排出量を届け出る必要はありません
。  

• （参考）水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関
する法律の取扱いについて（事務連絡）  



           化管法上の把握期間（平成25年
度） 

廃掃法施行令等改正に伴う化管法における
1,4-ジオキサンの取り扱いについて 

•  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等（平成25年6
月1日施行）に伴い、1,4-ジオキサンが廃掃法の規定に基づく測定の対
象となったため、化管法において一般廃棄物最終処分場及び管理型最
終処分場からの1,4-ジオキサンの排出量の届出が新たに必要となる。 

• 一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場からの1,4-ジオキサンの
届出の時期については、以下のとおりとなる。 

H25.4.1 H25.6.1 H26.5.31 H26.3.31 

平成26年度把握 

廃掃法上、1,4-ジオキサンを年1回以上測定しなければならない期間 

① ② 

① この期間に測定したものは、平成25年度データとして平成26年度に届け出る。 

② この期間に測定したものは、平成26年度データとして平成27年度に届け出る。 
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排出量 Q&A 
Q検査結果が報告下限値以下であった場合の取扱い
は？ 

A－１ ダイオキシン類の場合： 
 異性体の測定値ごとに定量下限値以上はそのまま 

 TEQ換算し、下限値未満は「０」としTEQ換算する。 

 そして、それらを合算する。 

A－２ その他の物質 

 検出限界未満は「０」とみなす。 

 検出限界以上定量下限値未満は定量下限値の 

 １／２とみなして算出する。 

排出量マニュアル Ⅱ－８３、Ⅲ－１７６参照 
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排出量 Q&A 

Q年間取扱量は１ｔ以上ですが、環境中はほとんど排出
していません。それでも届出は必要ですか。 

 

A 必要です。「０・０」と記入してください。 

  なお、報告する際の下限値については、ダイオキシ
ン類とそれ以外で異なりますのでご留意ください。 

   ダイオキシン類は、「０．０００００００○○（有効数字
二桁）」で記載してください。 

排出量マニュアル Ⅲ－１７６、１８２参照 

少数点以下の０の数
はあくまで例です。 
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排出量 Q&A 

Q  製造業を行っており、事業所内で取り扱っている対象物質として、原材料などで用いるものの
ほか、例えば、芝生にまく農薬や事業所内の食堂で使用される洗剤に含まれているものがあ
りますが、これらは取扱量に含めて考える必要がありますか。また、工場の壁を塗る塗料や社
用車のガソリンについてはどうでしょうか。 

 

A  当該事業者が業として(本来目的とする事業と密接不可分な行為として)取り扱う対象物質に
ついては、取扱量に含めて考える必要がありますが、それ以外で事業活動に伴い取り扱うこと
となる場合は含めません。 

    そのため、ご質問の農薬や洗剤についてはいずれも取扱量に含める必要はありません。 

    また、工場の壁を塗る塗料についても、建造物に対する維持管理として一般的に行われる
ことであることから、取扱量に含める必要はありません。一方、製造装置自体に対して腐食防
止等の観点から塗装を行っている場合については取扱量に含める必要があります。 

    さらに、事業所内で使用される車両については、社用車のような公道も走行する車両につ
いては取扱量に含める必要はありません。一方、構内専用の車両(フォークリフトなど)につい
ては取扱量に含める必要があります。 

排出量マニュアル Ⅲ－２．Ｑ＆Ａより 
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PRTR届出作成支援プログラム 

• 製品評価技術基盤機構のホームページ 

 http://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien.html 

書面での届出は６月３０日までに提出ください。（６月３０
日が土日の場合は、次の月曜日までとなります。） 

電子申請を行う際の事前届出（電子情報処理組織使用届出
書）は、６月２０日までに必着でお願いします。 


